
介護保険（要介護・要支援）認定申請書の記入例（表面） 

 

 

 

 

 

 

 

① 申請区分欄 

【新規】 

初めての申請、もしくは認定期間

切れの場合。 

【更新】 

現在受けている認定の有効期間

の更新を申請する場合（現在の有

効期間満了日の６０日前から更

新申請が可能です。） 

【要介護・要支援状態区分変更】 

現在認定を受けている方が、心身

の状態の変化等により要介護度

の変更を希望する場合。 

【新規（要支援者の要介護への区

分変更）】 

要支援の認定を受けている方が

心身の状態の変化等により要介

護への変更を希望される場合。 

② 住所欄 

住民登録地のご住所とご連絡先

を記入してください。 

③ 個人番号欄 

個人番号が記入されている場合

は、「本人の個人番号」と「本人

の身元」が確認できる書類が必要

となります。代理人による申請の

場合は「代理権」「代理人の身元」

「本人の個人番号」が確認できる

書類が必要です。 

番号が分からない等、個人番号が

未記入の場合も申請を受理しま

す。 

※個人番号未記入の場合、確認書

類の提示は必要ありません。 

※確認書類詳細は最終ページを

ご確認ください。 

※旧様式で申請する場合も③の

欄に記入をしてください。 

④ 実際の居住地欄 

現在、②の住所地以外にいらっし

ゃる場合に記入してください。 

⑤ 現在の認定欄 

現在認定を受けている場合は、その区分と期間を記入して下さい。（新規の方

は記入不要です。） 

⑥ 特定疾病名欄 

第２号被保険者（４０歳以上６５歳未満の方）は裏面を参照して該当する特定

疾病名を記入してください。６５歳以上の方は記入不要です。 

⑦ 理由欄 

「要介護・要支援状態区分変更申請」、「要支援者の要介護への区分変更申請」

をする場合に、区分変更申請をする理由（心身の状態の変化等）を記入してく

ださい。 



介護保険（要介護・要支援）認定申請書の記入例（裏面） 

 
 

 

⑧ 主治医欄 

区役所から主治医へ「意見書」

の作成を依頼しますので、主治

医（または現在の本人の心身の

状態がわかる医師）の医療機関

名、所在地、電話番号、医師名、

診療科、最終受診月を記入して

ください。 

 

⑨ 同意欄 

同意内容をお読みいただき、ご

本人の記名・押印または自署を

してください。 

 

⑩ 申請書を提出した人欄 

申請書を提出する人を記入して

ください。ご本人が提出される

場合は記入不要です。 

 

⑪ 医療保険情報欄 

第２号被保険者（４０歳以上６

５歳未満の方）は医療保険証を

提示し、この欄に医療保険情報

を記載するか、医療保険証の写

しを申請書に添付してくださ

い。６５歳以上の方は記入不要

です。 

 

⑫ 日程調整の連絡先欄 

訪問調査の日程調整等をするた

めに、平日の日中に連絡がとれ

る連絡先を記入してください。

電話番号は複数ご記入いただい

ても構いません。（固定電話・携

帯電話 等） 

※電話番号は確実に連絡がとれ

るようお間違いのないよう記入

願います。 

訪問調査当日の立会い者欄も記

入してください。 

 

⑬ 特記欄 

手続きを円滑に進めるために、訪問調査を実施するにはご都合が悪い日等

を記入してください。その他特記すべき事項があれば記入してください。 

⑭ 認定調査受諾可否欄 

一番下にある「提出代行者の認定調査受託について」は、事業所が提出代

行をする場合に当該事業所が記入してください。ご本人やご家族等が申請

する場合は記入不要です。 

 



         ※個人番号を記載した際の確認書類について 

 

 

 

①  本人申請による場合 

本人が申請書等を作成し区役所へ提出する場合は、次のとおりです。 

ア 本人の個人番号(マイナンバー)の確認について 

原則として本人の個人番号カードや通知カード、本人の個人番号が記載された住民票の写し

が必要ですが、困難な場合は持参しなくても構いません。区役所で必要な対応を行います。 

イ 本人の身元の確認について 

本人の個人番号カードや運転免許証など官公署が発行した顔写真入りの書類が必要ですが、

これらを持参することが困難な場合には、本人の介護保険被保険者証や負担割合証など本人

の個人識別事項（「氏名＋住所」又は「氏名＋生年月日」）が記載されている書類を２つ以上

持参する必要があります。 

 

 

 

②  代理人による申請の場合 

代理人が申請を行う場合、個人番号（マイナンバー）が記載された申請書等を区役所で受付

する際に、「代理権」、「代理人の身元」及び「本人の個人番号(マイナンバー)」の３点を確

認させていただきます。その際に必要な確認書類は次のとおりです。 

(ｱ) 「代理権」の確認 

成年後見人等の法定代理人の場合は、戸籍謄本その他その資格を証明する書類を、それ以外

の任意代理人の場合は、委任状又は本人の介護保険被保険者証など官公署等から本人に対し

て発行された書類を持参してください。 

(ｲ) 「代理人の身元」の確認 

代理人の運転免許証や居宅介護支援専門員証など官公署が発行した顔写真入りの書類を持

参してください。これらを持参することが困難な場合には、公的医療保険の被保険者証や年

金手帳など代理人の個人識別事項（「氏名＋住所」又は「氏名＋生年月日」）が記載されてい

る書類を２つ以上持参してください。 

(ｳ) 「本人の個人番号(マイナンバー)」の確認 

原則として本人の個人番号カードや通知カード、本人の個人番号が記載された住民票の写し

が必要ですが、困難な場合は持参しなくても構いません。区役所で必要な対応を行います。 

 

 


